
 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示会等における 

新型コロナウイルス感染防止のための対応指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月８日作成 

令和２年８月 28 日改正 

令和２年 10 月 1 日改正 

令和３年１月 12 日改正 

令和３年３月 10 日改正 

株式会社東京ビッグサイト 
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※１ 原則、収容者数は上記のとおりとする。但し、緊急事態宣言解除後においても、物理的距離を確保 

したレイアウトを推奨する。 

※２ 上記の最大収容者数は、大声での歓声・声援等が想定されないことを前提としうる催事（講演会、 

説明会等）に適用されるものであり、複合的な性質を有する催事に関しては、各々の性質に応じて 

個別調整することとする。 

  






